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予 算 説 明 書
事 業 名 補正額

ページ 款 項 目 番号

28～29
４

衛生費
１

保健衛生費
１

保健衛生
総 務 費

1-1 事故措置費
千円

８９，９２４

長崎市において予防接種法に基づく新型コロナウイルスワクチンの接種を受けたことによる健康被害と
して進達していた死亡事例について、当該予防接種を受けたことが死亡の原因となった可能性が否定でき
ないことから厚生労働大臣による認定がなされたため、同法第１５条に基づき給付金を支給しようとする
もの。

１ 概 要

⑴ 認定者 ２名

⑵ 給付の種類及び金額
ア 死亡一時金 ８９，５００千円
イ 葬祭料 ４２４千円

⑶ 予防接種の種類
新型コロナウイルスワクチン

※ 死亡一時金は死亡した年度により支給額が異なる。

２ 事業内容

本市死亡事例 ３例目 ４例目

死亡一時金 ※ ４４，２００千円 ４５，３００千円

葬 祭 料 ２１２千円 ２１２千円

死 亡 年 度 令和３年度 令和５年度

請求(申請) 日 令和５年１１月２４日 令和５年１１月２３日

認 定 日 令和６年１１月１９日 令和７年１月２４日
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３ 財源内訳

※1 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 国庫負担率 10/10

※2 長崎県予防接種事故対策費県費補助金 県補助率 3/4

区分 事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

補正前の額
千円

2,365

千円

2,136

千円

171

千円

－

千円

－

千円

58

補 正 額
89,924 89,924

－ － － －

補正後の額
92,289

※1

92,060

※2

171
－ －

58
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がんによる死亡率を低減するため、健康増進法に基づき、医療機関等への委託によりがん検診を実施して
いるが、受診者の増に伴い、当該委託料が当初予算を上回る見込みであるため、増額補正するもの。

予 算 説 明 書
事 業 名 補正額

ページ 款 項 目 番号

28～29 ４
衛生費

１
保健衛生費

５
健康増進費

１－１ がん検診等事業費
千円

２２，７８５

１ 概要

⑴ 実施方法 医療機関への委託による個別検診及び公益財団法人長崎県健康事業団への委託による

集団検診

⑵ 対象者 胃がん、肺がん、大腸がん検診 40歳以上の男女

子宮頸がん検診 20歳以上の女性

乳がん検診 30歳以上の女性

２ 事業内容
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がん検診の受診者数は、令和３年度以降徐々に上昇しているが、特に胃がん、肺がん検診の伸び率が大
きく、委託料の不足が見込まれる。

３ 現 状
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令和６年度当初予算に対し、受診者の増加に伴う令和６年度末の委託料を見込んだところ、

不足額は22,785千円

（単位：人、千円）

４ 補正の内訳

受診者数 委託料 受診者数 委託料 受診者数 委託料

胃がん検診 11,041 150,167 1,315 19,123 12,356 169,290

肺がん検診 17,645 70,665 1,147 4,630 18,792 75,295

大腸がん検診 12,057 49,999 97 281 12,154 50,280

子宮頸がん検診 10,478 77,021 ▲ 451 ▲ 3,873 10,027 73,148

乳がん検診 6,156 44,114 403 2,624 6,559 46,738

合　計 57,377 391,966 2,511 22,785 59,888 414,751

補正後補  正R6当初
検診種類
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※１ 感染症予防事業費等国庫負担（補助）金 補助基本額 （３，２３５千円）×１／２

※２ 長崎県健康増進事業費補助金 補助基本額（１２，６０５千円）×２／３

※３ 保険料個人負担金

５ 財源の内訳

区分 事業費

財 源 内 訳

国庫支出金※１ 県支出金※２ 地方債 その他※３ 一般財源

補正前の額
千円

４３５，１９６
千円

１，６１７
千円

８，４０３
千円
－

千円
２８

千円
４２５，１４８

補 正 額 ２２，７８５ － － － － ２２，７８５

補正後の額 ４５７，９８１ １，６１７ ８，４０３ － ２８ ４４７，９３３
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（参考）５がん検診一覧表
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（単位：％）

≪受診率の算出について≫

（市のがん検診、職場健診、人間ドックなどでがん検診を受診したと回答した数）／（算定対象年齢の回答者数）

算定対象年齢…胃がん、肺がん、大腸がん：40～69歳、子宮頸がん：20～69歳、乳がん検診：40～69歳

※１ 市民健康意識調査は、20歳以上の市民（3,400人）を対象に実施

※２ 「第３次健康長崎市民21」における目標値

（参考）市民健康意識調査※1による５がん検診の受診率
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インフルエンザの流行による夜間急患センターの発熱外来患者の増加に伴い、コロナウイルス・インフル
エンザウイルス同時検査キット等の必要数が増加し、購入のための医薬材料費の予算が不足する見込みであ
るため、増額補正するもの。

予 算 説 明 書

事 業 名 補正額
ページ 款 項 目 番号

28～29 ４
衛生費

１
保健衛生費

１１
診療所費

1-1 夜間急患センター運営費
千円

２，４６８

１ 概要

⑴ 対象施設

長崎市夜間急患センター

⑵ 指定管理者

一般社団法人長崎市医師会

⑶ 補正額

医薬材料に係る委託料 ２，４６８千円

（当初予算額４，８９１千円－支出見込額７，３５９千円＝差引額▲２，４６８千円）

２ 事業内容
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⑷ 補正の理由

新型コロナウイルス感染症に関する検査費用の公費負担については、感染症法上の５類移行に伴い終

了していることから、令和元年度の指定管理委託料積算時において想定していなかったコロナ・インフ

ル同時検査キット（コロナウイルス単独キット含む）購入により、医薬材料費の支出が増加したため。

【医薬材料費支出状況等（令和6年11月末日現在）】

（参考）コロナインフル同時検査キット及びコロナ単独検査キット購入数と検査数

・購入数 4～11月実績 1,450回分 12～3月見込 1,593回分 合計 3,043回分

・検査数 4～11月実績 1,117件 12～3月見込 1,926件 合計 3,043件

区分
当初予算額

①

支出額
差引額
①-②実績

（４～11月）

見込
（12～３月）

合計
②

医薬材料費
（うちコロナ・インフル同

時検査キット及びコロナ単

独検査キット購入費）

4,891千円
（0千円）

2,997千円
（1,672千円）

4,362千円
（1,936千円）

7,359千円
（3,608千円）

▲2,468千円
（▲3,608千円）
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⑸ 患者数（令和6年11月末日現在）

診療科目 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６
対前年度比
（Ｒ６－Ｒ５）

内科 865人 829人 603人 2,006人 1,644人 ▲362人 ▲18.0％

小児科 1,995人 2,558人 2,428人 4,165人 3,208人 ▲957人 ▲23.0％

耳鼻咽喉科 256人 263人 237人 315人 341人 ＋26人 ＋8.3％

合計
（４～11月）

3,116人 3,650人 3,268人 6,486人 5,193人 ▲1,293人 ▲19.9％

年間患者数
（４～３月）

4,536人 5,313人 5,600人 10,661人

※夜間急患センター使用料（診療報酬収入） ２，４６８千円

区分 事業費
財源内訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他※ 一般財源

補正前の額
千円

２２１，６４３
千円
１２

千円
－

千円
－

千円
１１８，２６７

千円
１０３，３６４

補正額 ２，４６８ － － － ２，４６８ －

補正後の額 ２２４，１１１ １２ － － １２０，７３５ １０３，３６４

３ 財源内訳（夜間急患センターの運営に係る分）

-12-



予 算 説 明 書 【 繰 越 明 許 費 】
事 業 名 繰越明許額

ページ 款 項 目

42～43 ４
衛生費

１
保健衛生費

７
保健環境検査費

【単独】保健環境試験所
施設整備事業費
受電設備改修

千円
１６，０００

※ 工期：令和６年１月２５日から令和７年５月３０日まで

令和５年度から３か年事業で実施する保健環境試験所の受電設備改修工事において、令

和６年度に出来高に応じて支出する予定としている部分払について、資材の調達等に不測

の日数を要しキュービクルの完成が遅延するなどの可能性があるため、令和６年度に支出

予定の金額を翌年度に繰り越すもの。

２ 繰越事由

保健環境試験所の屋上に設置している受電設備（キュービクル ）は設置から 3 2年が経過

し、老朽化が進んでいるため改修するもの。

１ 事業概要

３ スケジュール

令和５年度 令和６年度 令和７年度

現地確認

工事
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※１ 一般単独事業債 充当率７５％ （交付税措置率―％）

３か年事業で実施する総事業費４０，１００千円のうち、令和５年度の前金払分

の１６，１００千円は令和６年度へ繰越し、支出することとしている。

金 額

財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債(※1 ) その他 一般財源

予算現額
千円

１６，０００

千円
―

千円
―

千円
１２，０００

千円
―

千円
４，０００

支出予定額 １６，０００ ― ― １２，０００ ― ４，０００

繰越明許額 １６，０００ ― ― １２，０００ ― ４，０００

４ 財源内訳

事業費内訳
令和５年度
（当初予算）

令和６年度
（債務負担行為）

令和７年度
（債務負担行為）

事業費総額

当初支出予定額
（千円）

１６，１００
（千円）

１６，０００
（千円）
８，０００

（千円）
４０，１００

令和５年度繰越明許後 ０ ３２，１００ ８，０００ ４０，１００

令和６年度繰越明許後 ０ １６，１００ ２４，０００ ４０，１００
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